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津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
○

岩
井

崎
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

海
岸

は
崖

・岩
礁

性
海

岸
で

景
勝

「潮
吹

き
岩

」の
他

、
「岩

井
崎

石
灰

岩
化

石
」が

見
ら

れ
る

。
背

後
に

は
公

園
、

駐
車

場
、

宿
泊

施
設

等
が

分
布

し
復

旧
す

る
予

定
。

ま
た

、
一

部
砂

泥
域

が
あ

り
、

潮
干

狩
り

場
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

2
.5

0
（
2
.5

0
）

9
.8

0
－

●
●

●
●

津
波

･高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

施
設

整
備

に
際

し
て

は
、

周
辺

景
観

に
配

慮
す

る
。

□
潮

干
狩

り
等

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
7
5
0
ｍ

・景
勝

の
保

全
に

努
め

る
。

・潮
干

狩
り

等
の

水
面

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・景
勝

地
で

あ
り

、
観

光
客

が
多

く
訪

れ
る

海
岸

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
○

杉
ノ

下
漁

港
海

岸
杉

ノ
下

地
区

水
産

庁
（気

仙
沼

市
）

漁
港

施
設

が
存

在
す

る
。

隣
接

す
る

保
安

林
・砂

浜
と

一
体

に
な

っ
て

「御
伊

勢
浜

海
岸

（日
本

の
白

砂
青

松
百

選
）」

と
し

て
広

く
親

し
ま

れ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.2

2
（
－

）
9
.8

0
－

●
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

施
設

に
際

し
て

は
（自

然
環

境
・周

辺
環

境
）に

配
慮

す
る

。
□

（漁
業

・海
水

浴
等

）の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
6
0
ｍ

・海
水

浴
場

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・自

然
景

観
の

保
全

に
努

め
る

。
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る

・傾
斜

堤
で

あ
り

、
乗

越
道

路
が

あ
る

。
前

面
に

漁
港

施
設

や
海

水
浴

場
が

あ
る

た
め

、
利

用
者

の
安

全
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

砂
浜

の
地

形
変

化
状

況
を

監
視

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
○

杉
の

下
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

隣
接

す
る

保
安

林
・砂

浜
と

一
体

に
な

っ
て

「御
伊

勢
浜

海
岸

（日
本

の
白

砂
青

松
百

選
）」

と
し

て
広

く
親

し
ま

れ
る

海
水

浴
場

と
な

っ
て

お
り

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

、
水

門
整

備
が

必
要

。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

9
.8

0
－

●
●

●
津

波
･高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
海

水
浴

場
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
水

門
を

整
備

す
る

。
水

門
　

L
=
1
5
ｍ

・海
岸

清
掃

、
海

岸
環

境
等

に
つ

い
て

、
情

報
の

監
視

・蓄
積

を
図

る
。

・地
域

外
か

ら
の

利
用

客
を

含
め

た
、

津
波

防
災

対
策

の
充

実
を

図
る

。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・海
水

浴
場

と
し

て
の

利
用

が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
○

沖
の

田
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
で

背
後

地
に

は
農

地
、

家
屋

が
分

布
し

て
い

た
。

家
屋

は
復

旧
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
た

め
、

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

3
.9

0
（
3
.9

0
）

9
.8

0
－

●
○

●
津

波
･高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。

堤
防

　
L
=
3
1
2
ｍ

（
L
=
3
1
2
m

の
う

ち
、

野
々

下
工

区
L
=
1
2
4
m

に
つ

い
て

は
林

野
庁

で
管

理
）

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

に
家

屋
が

復
旧

さ
れ

る
予

定
も

あ
り

、
地

元
住

民
の

安
全

に
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。

○
大

谷
漁

港
海

岸
大

谷
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
漁

港
施

設
が

存
在

す
る

。
背

後
に

集
落

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.1

2
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
3
7
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・特
殊

堤
で

あ
り

、
背

後
に

J
R

が
あ

る
た

め
、

安
全

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

内
水

排
除

の
た

め
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
大

谷
・沼

尻
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
で

背
後

に
家

屋
、

農
地

が
分

布
す

る
。

崖
基

部
の

侵
食

が
見

ら
れ

、
護

岸
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

4
.2

0
（
4
.2

0
）

－
4
.2

0
消

波
堤

●
△

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・保
全

施
設

の
維

持
管

理
。

護
岸

、
消

波
堤

の
適

切
な

維
持

管
理

に
努

め
る

。
－

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・崖
基

部
の

侵
食

に
よ

り
護

岸
を

整
備

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
さ

ら
な

る
侵

食
の

有
無

に
留

意
を

し
た

監
視

を
行

う
。

○
○

大
谷

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

海
水

浴
場

と
し

て
利

用
さ

れ
、

「日
本

の
快

水
浴

場
88

選
」に

選
出

さ
れ

た
、

利
用

客
の

多
い

砂
浜

海
岸

で
あ

っ
た

が
、

震
災

で
砂

が
流

出
し

背
後

に
あ

っ
た

保
安

林
も

消
失

し
た

。
近

接
し

て
鉄

道
（気

仙
沼

線
）が

あ
っ

た
が

現
在

休
止

状
態

。
そ

の
背

後
に

は
、

国
道

が
あ

り
、

道
の

駅
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

海
岸

西
部

に
は

「ハ
マ

ナ
ス

群
生

地
（県

準
絶

滅
危

惧
）」

が
分

布
し

、
地

域
に

よ
る

保
護

活
動

が
行

わ
れ

て
い

る
。

ま
ち

づ
く
り

計
画

が
検

討
さ

れ
て

お
り

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

4
.2

0
（
4
.2

0
）

9
.8

0
人

工
リ

ー
フ

●
●

●
●

●
津

波
･高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
施

設
整

備
に

際
し

て
は

、
周

辺
景

観
に

配
慮

す
る

。
□

砂
浜

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
レ

ジ
ャ

ー
等

の
砂

浜
利

用
、

及
び

平
行

す
る

基
幹

的
地

域
交

通
手

段
の

適
切

な
維

持
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
人

工
リ

ー
フ

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
1
2
4
ｍ

人
工

リ
ー

フ
　

4
基

（
L
=
5
6
0
ｍ

）

・「
ハ

マ
ナ

ス
群

生
地

（県
準

絶
滅

危
惧

指
定

）」
が

分
布

す
る

こ
と

か
ら

、
整

備
に

あ
た

っ
て

は
適

切
な

施
設

配
置

、
工

法
等

を
検

討
す

る
。

・「
日

本
の

快
水

浴
場

88
選

」に
選

定
さ

れ
、

利
用

客
も

多
い

こ
と

か
ら

、
ア

ク
セ

ス
、

避
難

路
、

広
報

等
の

利
用

者
の

安
全

確
保

に
十

分
配

慮
す

る
。

・海
岸

清
掃

・海
岸

環
境

の
調

査
等

に
つ

い
て

、
情

報
の

監
視

・蓄
積

を
図

る
。

・地
域

外
か

ら
の

利
用

客
を

含
め

た
、

津
波

防
災

対
策

の
充

実
を

図
る

。
・地

元
調

整
未

了
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・海
水

浴
場

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

特
に

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
と

共
に

、
海

岸
周

辺
の

環
境

保
護

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

に
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。
ま

た
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

も
留

意
す

る
。

・台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

人
工

リ
ー

フ
の

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
や

沈
下

等
に

留
意

す
る

。

○
日

門
漁

港
海

岸
三

島
地

区
水

産
庁

（宮
城

県
）

背
後

は
市

道
及

び
農

地
が

復
旧

す
る

予
定

。
隣

接
す

る
保

安
林

施
設

と
併

せ
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
0
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・地

元
調

整
未

了
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

不
法

投
棄

の
有

無
に

留
意

す
る

。

○
日

門
漁

港
海

岸
日

門
地

区
水

産
庁

（宮
城

県
）

背
後

に
国

道
４

５
号

及
び

J
R

気
仙

沼
線

が
隣

接
し

て
い

る
。

国
道

や
J
R

の
復

旧
計

画
、

更
に

土
地

利
用

計
画

に
併

せ
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
5
0
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・地

元
調

整
未

了
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

不
法

投
棄

の
有

無
に

留
意

す
る

。

○
前

浜
漁

港
海

岸
前

浜
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
漁

港
施

設
が

存
在

す
る

。
直

背
後

に
生

活
道

路
が

走
る

。
背

後
に

集
落

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
－

（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
2
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・直
立

堤
で

あ
り

、
前

面
に

漁
港

施
設

が
あ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
前

浜
漁

港
海

岸
前

河
原

地
区

水
産

庁
（気

仙
沼

市
）

漁
港

内
に

位
置

し
、

直
背

後
に

J
R

気
仙

沼
線

が
走

る
。

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
8
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
赤

牛
漁

港
海

岸
赤

牛
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
海

岸
は

砂
浜

海
岸

で
、

背
後

地
は

農
地

・Ｊ
Ｒ

気
仙

沼
線

と
な

っ
て

い
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
(－

)
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
5
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・特
殊

堤
で

あ
り

、
前

面
に

漁
港

施
設

及
び

背
後

に
J
R

が
あ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

内
水

排
除

の
た

め
、

水
門

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

の
他

、
5年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

(6
/
1
8
)

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

６
】

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

指 定 済

要 指 定

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

気 仙 沼 市

小 泉 湾

気 仙 沼 市 (旧 )本 吉 町

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

１
.海

岸
の

特
性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）

防
護

所
管

(管
理

者
）

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標

利
用

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

三
陸

－
６

66
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津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
大

沢
（津

谷
）漁

港
海

岸
大

沢
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
背

後
に

J
R

気
仙

沼
線

が
走

る
。

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
漁

港
施

設
が

存
在

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=3

50
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・特
殊

堤
で

あ
り

、
前

面
に

漁
港

施
設

及
び

背
後

に
J
R

が
あ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

内
水

排
除

の
た

め
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
土

台
磯

漁
港

海
岸

土
台

磯
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
崖

海
岸

が
主

な
岩

礁
海

岸
。

背
後

は
農

地
、

道
路

と
な

っ
て

い
る

。
堤

防
の

復
旧

が
必

要
。

4
.5

2
（
4
.5

2
）

－
4
.5

2
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.5

2
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
8
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・県
の

護
岸

と
接

続
し

て
い

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
登

米
沢

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

）
崖

海
岸

で
、

背
後

高
台

は
農

地
、

家
屋

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
離

岸
堤

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.5

0
ｍ

の
護

岸
と

離
岸

堤
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
8
1
3
ｍ

離
岸

堤
　

１
基

（
L
=
2
0
0
ｍ

)

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
離

岸
堤

の
ブ

ロ
ッ

ク
の

飛
散

等
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
土

台
磯

漁
港

海
岸

風
越

地
区

水
産

庁
（気

仙
沼

市
）

崖
海

岸
が

主
な

岩
礁

海
岸

。
背

後
は

道
路

と
な

っ
て

い
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=1

00
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
○

中
島

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

区
域

の
北

部
は

崖
海

岸
、

南
部

は
砂

浜
海

岸
と

な
っ

て
い

る
。

津
谷

川
河

口
に

隣
接

。
崖

海
岸

背
後

は
老

人
ホ

ー
ム

、
農

地
等

に
利

用
さ

れ
海

域
部

は
一

部
サ

ー
フ

ス
ポ

ッ
ト

と
な

っ
て

い
る

。
砂

浜
部

は
背

後
に

保
安

林
や

駐
車

場
等

の
利

便
施

設
が

整
備

さ
れ

、
海

水
浴

場
と

し
て

利
用

さ
れ

「日
本

の
白

砂
青

松
百

選
」に

選
ば

れ
る

。
震

災
で

砂
浜

、
堤

防
、

背
後

の
保

安
林

、
農

地
が

流
失

し
た

。
背

後
の

農
地

は
復

旧
す

る
予

定
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

5
.5

0
（
5
.5

0
）

1
4
.7

0
離

岸
堤

消
波

堤
●

●
●

●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
施

設
整

備
に

際
し

て
は

、
砂

浜
等

の
海

域
環

境
に

留
意

す
る

。
□

砂
浜

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
レ

ジ
ャ

ー
等

の
砂

浜
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
1
4
.7

0
ｍ

の
堤

防
と

消
波

堤
、

離
岸

堤
を

整
備

す
る

。

堤
防

　
L
=
1
,0

0
0
ｍ

離
岸

堤
　

5
基

（
L
=
5
0
0
m

）
消

波
堤

　
L
=
6
4
7
ｍ

・砂
浜

等
の

海
域

環
境

の
保

全
に

努
め

る
。

・砂
浜

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
レ

ジ
ャ

ー
等

の
砂

浜
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・海
水

浴
場

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

特
に

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
と

共
に

、
周

辺
海

域
部

は
一

部
サ

ー
フ

ス
ポ

ッ
ト

に
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
駐

車
車

両
等

に
も

配
慮

し
た

監
視

を
行

う
。

ま
た

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

を
監

視
す

る
と

と
も

に
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

も
留

意
す

る
。

・台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

離
岸

堤
の

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
や

沈
下

等
に

留
意

す
る

。

○
二

十
一

浜
漁

港
海

岸
二

十
一

浜
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）

砂
浜

海
岸

で
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
に

集
落

が
分

布
す

る
。

背
後

を
国

道
４

５
号

が
走

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

5
.1

2
（
－

）
1
4
.7

0
－

●
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

施
設

整
備

に
際

し
て

は
自

然
環

境
に

配
慮

す
る

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
1
4
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
0
0
ｍ

・砂
浜

の
保

全
に

努
め

る
。

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・特
殊

堤
で

あ
り

、
乗

越
道

路
が

あ
る

。
前

面
に

漁
港

施
設

及
び

砂
場

・磯
浜

が
あ

り
、

背
後

に
国

道
が

あ
る

た
め

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
す

る
。

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
や

内
水

排
除

の
た

め
、

水
門

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

の
他

、
5年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
今

朝
磯

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

岩
礁

景
観

が
広

が
る

崖
海

岸
で

前
面

に
は

藻
場

が
分

布
し

て
い

る
。

背
後

地
高

台
は

農
地

、
家

屋
が

分
布

す
る

。
崖

基
部

の
侵

食
が

み
ら

れ
、

消
波

堤
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

4
.2

0
（
4
.2

0
）

－
4
.2

0
●

●
△

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・保
全

施
設

の
維

持
管

理
。

◎
施

設
整

備
に

際
し

て
は

周
辺

景
観

や
海

域
環

境
に

配
慮

す
る

。
護

岸
の

適
切

な
維

持
管

理
に

努
め

る
。

－
・岩

礁
自

然
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

・藻
場

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・崖
基

部
の

侵
食

に
よ

り
波

消
堤

を
整

備
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

さ
ら

な
る

侵
食

の
有

無
に

留
意

を
し

た
監

視
を

行
う

。

○
今

朝
磯

漁
港

海
岸

今
朝

磯
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
漁

港
施

設
が

存
在

す
る

。
背

後
に

集
落

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.5

2
（
－

）
1
4
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
1
4
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=1

00
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
○

蔵
内

漁
港

海
岸

蔵
内

地
区

水
産

庁
（気

仙
沼

市
）

漁
港

施
設

が
存

在
す

る
。

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
背

後
に

国
道

４
５

号
が

走
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

5
.1

2
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=4

70
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・直
立

堤
及

び
特

殊
堤

等
で

あ
り

、
乗

越
道

路
が

あ
る

。
前

面
に

漁
港

施
設

、
背

後
に

水
産

用
地

が
あ

る
た

め
利

用
者

の
安

全
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

や
内

水
排

除
の

た
め

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

の
他

、
5年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
○

蔵
内

漁
港

海
岸

草
木

沢
地

区
水

産
庁

（気
仙

沼
市

）
漁

港
施

設
が

存
在

す
る

。
背

後
に

J
R

気
仙

沼
線

が
走

る
。

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

5
.1

2
（
－

）
9
.8

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.8

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=1

50
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・直
立

堤
で

あ
り

、
乗

越
道

路
が

あ
る

。
前

面
に

漁
港

施
設

が
あ

る
た

め
利

用
者

の
安

全
に

配
慮

す
る

。
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

内
水

排
除

の
た

め
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
の

他
、

5年
に

1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

(7
/
1
8
)

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

小 泉 湾

5.
海

岸
管

理
（
整

備
）目

標
所

管

(管
理

者
）

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

利
用

１
.海

岸
の

特
性

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

気 仙 沼 市 (旧 )本 吉 町

指 定 済

要 指 定

防
護

環
境

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

７
】

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）

三
陸

－
７

68



69



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
○

草
木

沢
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

で
あ

る
。

新
た

な
堤

防
，

船
着

き
場

の
整

備
が

必
要

。
4
.5

0
（
4
.5

0
）

9
.8

0
4
.5

0
●

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.5

0
m

、
+
9
.8

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
7
9
.5

ｍ
(T

.P
.+

4
.5

m
)

護
岸

　
L
=
1
3
3
.5

ｍ
(T

.P
.+

9
.8

m
)

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

護
岸

や
船

揚
場

の
状

況
、

根
固

め
ブ

ロ
ッ

ク
の

飛
散

等
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。
・陸

閘
は

常
時

閉
で

あ
る

。
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
の

開
閉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

○
浪

板
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

が
主

で
、

家
屋

が
あ

る
。

堤
防

は
整

備
済

み
。

－
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

、
防

護
・保

全
施

設
の

維
持

管
理

。
施

設
の

健
全

度
を

維
持

・確
保

す
る

。
護

岸
工

　
L
=
2
1
2
m

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

台
風

等
の

波
浪

の
後

は
護

岸
の

状
況

、
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
港

漁
港

海
岸

港
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
入

江
を

利
用

し
た

漁
港

の
一

部
。

背
後

は
集

落
、

道
路

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.6

2
（
4
.6

2
）

9
.8

0
-

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

+
9
.8

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
4
4
ｍ

（
T
.P

+
9
.8

0
ｍ

）
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
1
7
0
ｍ

（
T
.P

+
9
.8

0
ｍ

）
水

門
　

2基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

を
採

用
し

て
お

り
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
田

の
浦

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

）
背

後
は

農
地

が
主

。
新

た
な

堤
防

，
船

着
き

場
の

整
備

が
必

要
。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.5

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
1
9
5
ｍ

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

護
岸

や
堤

防
の

状
況

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
田

浦
漁

港
海

岸
田

浦
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

県
道

を
挟

み
家

屋
、

農
地

が
分

布
す

る
。

小
河

川
が

流
入

す
る

。
漁

港
改

修
事

業
に

伴
う

、
物

揚
場

設
置

、
埋

立
等

の
計

画
が

あ
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

9
.8

0
4
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.6

2
ｍ

、
+
9
.8

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
3
7
0
ｍ

（
T
.P

+
4
.6

2
ｍ

）
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
5
1
0
ｍ

（
T
.P

+
9
.8

0
ｍ

)
水

門
　

１
基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
水

門
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
石

浜
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

が
主

。
新

た
な

堤
防

、
船

着
き

場
の

整
備

が
必

要
。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.5

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
1
7
9
ｍ

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

・日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

護
岸

や
堤

防
の

状
況

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
石

浜
(歌

津
)漁

港
海

岸
石

浜
地

区

水
産

庁
（南

三
陸

町
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
集

落
が

発
達

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
－

）
8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
、

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
1
7
0
ｍ

水
門

　
1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・特
殊

堤
で

あ
る

た
め

、
陸

閘
が

存
在

す
る

事
か

ら
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

構
造

物
の

破
損

や
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

等
に

特
に

留
意

す
る

。
ま

た
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1
回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・

修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
設

に
留

意
す

る
。

○
ば

な
な

漁
港

海
岸

名
足

地
区

水
産

庁
（南

三
陸

町
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
集

落
が

発
達

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
4
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.6

2
m

、
+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
1
6
0
m

(T
.P

+
4
.6

2
m

)
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
　

L
=2

86
ｍ

(T
.P

+
8
.7

0
m

)
水

門
　

1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
ば

な
な

漁
港

海
岸

中
山

地
区

水
産

庁
（南

三
陸

町
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
集

落
が

発
達

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
離

岸
堤

●
●

○
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。

離
岸

堤
を

整
備

す
る

。

護
岸

、
堤

防
、

胸
壁

　
L
=4

16
ｍ 水

門
　

1基
離

岸
堤

　
L
=
1
3
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

及
び

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
ば

な
な

漁
港

海
岸

馬
場

地
区

水
産

庁
（南

三
陸

町
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
集

落
が

発
達

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。

護
岸

、
堤

防
、

胸
壁

　
L
=2

52
ｍ 水

門
　

1基
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
泊

（歌
津

）漁
港

海
岸

泊
浜

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

は
道

路
を

挟
み

家
屋

が
点

在
し

て
い

た
が

、
東

日
本

大
震

災
の

津
波

に
よ

り
甚

大
な

被
害

を
受

け
た

。
ま

ち
づ

く
り

の
土

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
－

●
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

ク
ロ

マ
ツ

林
の

保
全

に
努

め
た

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
7
1
6
ｍ

・「
歌

津
半

島
の

ク
ロ

マ
ツ

林
（環

境
省

特
定

植
物

群
落

）」
の

保
全

に
努

め
る

と
と

も
に

、
一

体
と

な
っ

た
景

観
の

保
全

配
慮

す
る

。
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

ク
ロ

マ
ツ

林
の

生
育

状
況

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

８
】

要 指 定

所
管

(管
理

者
）

指 定 済

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

１
.海

岸
の

特
性

南 三 陸 町 (旧 )歌 津 町

志 津 川 湾小 泉 湾

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

防
護

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点
5.

海
岸

管
理

（整
備

）目
標

利
用

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

環
境

三
陸

－
８

70



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

８
】

要 指 定

所
管

(管
理

者
）

指 定 済

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

１
.海

岸
の

特
性

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

防
護

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点
5.

海
岸

管
理

（整
備

）目
標

利
用

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

環
境

○
泊

（歌
津

）漁
港

海
岸

大
畑

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

は
道

路
を

挟
み

家
屋

が
点

在
し

て
い

た
が

、
東

日
本

大
震

災
の

津
波

に
よ

り
甚

大
な

被
害

を
受

け
た

。
ま

ち
づ

く
り

の
土

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
離

岸
堤

●
●

○
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
離

岸
堤

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
5
1
4
ｍ

離
岸

堤
　

L
=
9
1
m

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・海
水

浴
場

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

特
に

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

砂
浜

の
地

形
変

化
状

況
を

監
視

す
る

と
と

も
に

、
陸

閘
閉

扉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

も
留

意
す

る
。

○
○

長
須

賀
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

砂
浜

海
岸

で
、

海
水

浴
場

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
た

が
、

震
災

で
砂

浜
が

流
失

し
、

既
設

堤
防

も
被

災
。

背
後

は
道

路
、

家
屋

が
分

布
し

復
旧

す
る

予
定

。
地

先
は

養
殖

に
利

用
さ

れ
る

。
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

5
.5

0
（
5
.5

0
）

8
.7

0
離

岸
堤

●
●

○
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
と

離
岸

堤
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
6
1
4
ｍ

離
岸

堤
　

5
基

（
L
=
5
8
1
ｍ

）

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

に
家

屋
が

復
旧

さ
れ

る
予

定
で

あ
り

、
地

先
も

養
殖

に
利

用
さ

れ
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
場

所
な

こ
と

か
ら

、
管

理
用

階
段

等
の

施
設

の
一

般
利

用
も

想
定

さ
れ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

離
岸

堤
の

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
や

沈
下

等
に

留
意

す
る

。

○
稲

淵
漁

港
海

岸
稲

淵
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
内

に
位

置
し

、
海

岸
沿

い
に

道
路

が
走

る
。

道
路

の
背

後
に

集
落

が
分

布
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
－

（
－

）
8
.7

0
4
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

浸
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.6

2
m

、
+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

と
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
5
0
m

(T
.P

+
4
.6

2
m

)
堤

防
　

L
=
1
0
6
ｍ

(T
.P

+
8
.7

0
m

)
水

門
　

1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

館
浜

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

岩
礁

又
は

崖
海

岸
で

、
背

後
は

家
屋

、
道

路
が

分
布

し
、

復
旧

す
る

予
定

。
舘

崎
で

は
「舘

崎
の

歌
津

魚
竜

化
石

」出
土

地
が

あ
る

。
既

設
堤

防
は

震
災

に
よ

り
沈

下
し

た
た

め
、

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

8
.7

0
離

岸
堤

●
●

○
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
と

離
岸

堤
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
4
4
8
m

離
岸

堤
　

2
基

（
L
=
1
4
2
m

）

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

に
家

屋
が

復
旧

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

上
、

周
辺

の
一

部
は

一
般

利
用

が
で

き
る

よ
う

な
岩

礁
に

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

管
理

用
階

段
等

の
施

設
の

一
般

利
用

も
想

定
さ

れ
る

た
め

、
利

用
者

の
安

全
に

留
意

し
た

監
視

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
・台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
離

岸
堤

の
ブ

ロ
ッ

ク
の

飛
散

や
沈

下
等

に
留

意
す

る
。

○
館

浜
漁

港
海

岸
館

浜
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
に

集
落

が
発

達
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.5

2
（
－

）
8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

(8
/
1
8
)

南 三 陸 町 (旧 )歌 津 町

志 津 川 湾

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

三
陸

－
８
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津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
○

伊
里

前
漁

港
海

岸
管

の
浜

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）
背

後
は

国
道

及
び

一
般

県
道

が
復

旧
す

る
予

定
。

漁
港

利
用

に
配

慮
し

た
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
4
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.6

2
m

、
+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
2
6
.0

6
m

(T
P
.8

.7
0
)

護
岸

  
L
=
2
8
8
.1

3
m

(T
P
.4

.6
2
)

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
侵

食
状

況
に

留
意

す
る

。

○
○

伊
里

前
漁

港
海

岸
伊

里
前

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

は
市

街
地

を
形

成
し

て
い

た
が

、
東

日
本

大
震

災
の

津
波

に
よ

り
ほ

と
ん

ど
が

流
出

。
国

道
４

５
号

が
新

た
に

ル
ー

ト
を

変
え

復
旧

予
定

。
伊

里
前

川
の

堤
防

計
画

や
ま

ち
づ

く
り

の
土

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
9
2
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

防
潮

堤
背

後
の

商
店

街
に

出
入

れ
す

る
人

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
寄

木
漁

港
海

岸
寄

木
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
岩

礁
海

岸
で

、
背

後
は

道
路

、
家

屋
が

分
布

。
小

河
川

が
流

入
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.6

2
（
3
.6

2
）

8
.7

0
3
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

･高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

浸
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

+
3
.6

2
m

、
.+

8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
7
0
m

(T
.P

+
3
.6

2
m

)
堤

防
、

胸
壁

　
L
=
6
4
2
ｍ

(T
.P

+
8
.7

0
m

)
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
水

門
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
寄

木
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
で

基
部

の
侵

食
が

見
ら

れ
る

。
背

後
は

林
地

。
堤

防
未

整
備

で
漁

業
に

利
用

さ
れ

て
い

る
。

4
.2

0
（
－

）
－

4
.2

0
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.2

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
5
2
0
m

・漁
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・崖
海

岸
の

基
部

の
侵

食
が

見
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
侵

食
の

進
行

の
有

無
や

、
漁

業
者

な
ど

の
一

般
利

用
に

留
意

し
た

監
視

を
行

う
。

○
韮

の
浜

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

）
背

後
地

は
農

地
が

主
で

あ
り

、
堤

防
は

整
備

済
み

。
－

（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

●
△

保
守

点
検

体
制

の
充

実
、

防
護

・保
全

施
設

の
維

持
管

理
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

施
設

の
健

全
度

を
維

持
・確

保
す

る
。

護
岸

工
　

L
=
7
3
m

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

護
岸

や
堤

防
の

状
況

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
○

韮
の

浜
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

砂
浜

海
岸

で
、

背
後

は
農

地
。

一
部

に
未

指
定

区
間

が
あ

り
、

堤
防

未
整

備
。

4
.2

0
（
－

）
－

4
.2

0
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

砂
浜

等
の

自
然

景
観

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.2

0
m

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
3
0
0
m

・砂
浜

環
境

の
保

全
に

努
め

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

は
農

地
と

な
っ

て
お

り
、

一
般

利
用

に
も

留
意

し
た

監
視

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
あ

た
っ

て
は

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

を
監

視
す

る
。

○
韮

浜
漁

港
海

岸
韮

浜
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

集
落

が
分

布
す

る
。

小
河

川
が

流
入

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.6

2
（
3
.6

2
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

胸
壁

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

、
胸

壁
　

L
=
3
0
3
ｍ

水
門

　
１

基
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

及
び

水
門

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
細

浦
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

で
あ

る
。

新
た

な
堤

防
，

船
着

き
場

の
整

備
が

必
要

。
3
.6

2
（
3
.6

2
）

－
3
.6

2
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
3
.6

2
m

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
3
5
0
ｍ

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
や

船
揚

場
の

状
況

、
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
に

注
意

す
る

。

○
細

浦
漁

港
海

岸
細

浦
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

集
落

が
分

布
す

る
。

小
河

川
が

流
入

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.6

2
（
3
.6

2
）

8
.7

0
3
.6

2
●

●
○

●
●

津
波

･高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
3
.6

2
m

、
+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
5
0
m

(T
.P

+
3
.6

2
m

)
護

岸
、

堤
防

　
L
=
4
7
5
ｍ

(T
.P

+
8
.7

0
m

)
水

門
　

1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

及
び

水
門

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
森

山
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

が
主

で
あ

り
、

堤
防

は
整

備
済

み
。

－
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

、
防

護
・保

全
施

設
の

維
持

管
理

。
施

設
の

健
全

度
を

維
持

・確
保

す
る

。
護

岸
工

　
L
=
1
8
0
ｍ

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

護
岸

や
堤

防
の

状
況

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
○

清
水

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

）
背

後
地

の
家

屋
は

一
部

移
転

。
新

た
な

堤
防

、
船

着
き

場
の

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
4
.1

2
）

8
.7

0
4
.1

2
●

●
●

●
津

波
･高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

2
ｍ

、
+
8
.7

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
7
5
5
ｍ

(T
.P

.+
4
.1

2
m

)
護

岸
　

L
=
4
4
ｍ

(T
.P

.+
9
.8

m
)

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
や

船
揚

場
の

状
況

、
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

要 指 定

防
護

環
境

利
用

所
管

(管
理

者
）

１
.海

岸
の

特
性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
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7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

指 定 済

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

９
】

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
5.

海
岸

管
理

（整
備

）目
標
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津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

要 指 定

防
護

環
境

利
用

所
管

(管
理

者
）

１
.海

岸
の

特
性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
7.

施
設

整
備

を
行

う
う

え
で

の
地

域
に

お
け

る
配

慮
事

項
指 定 済

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

９
】

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
5.

海
岸

管
理

（整
備

）目
標

○
清

水
漁

港
海

岸
清

水
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
砂

浜
海

岸
で

あ
る

が
、

幅
は

狭
い

。
背

後
は

集
落

、
道

路
が

分
布

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
4
.1

2
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
、

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
3
1
1
ｍ

水
門

　
1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
権

現
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
が

主
で

、
背

後
は

林
地

。
消

波
堤

が
一

部
整

備
さ

れ
て

い
る

。
前

面
に

藻
場

が
分

布
し

て
い

る
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

－
4
.6

2
消

波
堤

●
●

△
保

守
点

検
体

制
の

充
実

、
防

護
・保

全
施

設
の

維
持

管
理

。
◎

藻
場

等
の

自
然

景
観

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
消

波
堤

の
適

切
な

維
持

管
理

に
努

め
る

。
－

・藻
場

の
保

全
に

努
め

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・藻
場

等
の

自
然

環
境

に
配

慮
し

、
周

辺
環

境
の

変
化

な
ど

に
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。

(9
/
1
8
)
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環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□
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